
政

令

平成年月日 水曜日 第号官 報

地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中

核
市
の
指
定
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
日

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

麻
生

太
郎

政
令
第
三
百
九
十
九
号

地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項

の
中
核
市
の
指
定
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正

す
る
政
令

内
閣
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十

七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中

核
市
の
指
定
に
関
す
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
四
百
八

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
越
谷
市
」
を
「
越
谷
市

呉
市

佐
世
保
市
」
に
改

め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
地
域
保
健
法
施
行
令
及
び
大
気
汚
染
防
止
法
施
行
令

の
一
部
改
正
）

第
二
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中「
、
呉
市
、」を「
及

び
」
に
改
め
、「
及
び
佐
世
保
市
」
を
削
る
。

一

地
域
保
健
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
七

十
七
号
）
第
一
条
第
三
号

二

大
気
汚
染
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
三
年
政
令

第
三
百
二
十
九
号
）
第
十
三
条
第
一
項

（
地
方
自
治
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
附

則
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も

の
と
さ
れ
た
同
令
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
大
気
汚
染
防
止
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

地
方
自
治
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政

令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
三
十
号
）
附
則
第
五
条
の

規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た

同
令
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
大
気
汚
染

防
止
法
施
行
令
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
、
加
古
川
市
、
呉
市
及
び
佐

世
保
市
」
を
「
及
び
加
古
川
市
」
に
改
め
る
。

（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
及

び
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
推

進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中「
呉
市
、」及
び「
及

び
佐
世
保
市
」
を
削
る
。

一

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
）
第
二
十
七
条
第

一
項

二

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の

推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
三
年

政
令
第
二
百
十
五
号
）
第
四
条

（
建
設
工
事
に
係
る
資
材
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法

律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

建
設
工
事
に
係
る
資
材
の
再
資
源
化
等
に
関
す

る
法
律
施
行
令（
平
成
十
二
年
政
令
第
四
百
九
十
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
四
項
中
「
呉
市
、」及
び
「
若
し
く
は
佐
世

保
市
」
を
削
る
。

（
地
方
自
治
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の

一
部
改
正
）

第
六
条

地
方
自
治
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政

令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
五
条
中「（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
大
気

汚
染
防
止
令
」
と
い
う
。）」、「
並
び
に
附
則
第
五
項
」

及
び
「
と
、
旧
大
気
汚
染
防
止
令
附
則
第
五
項
中
「
特

定
特
例
市
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
施
行
時
特
例
市
」」を

削
る
。

総
務
大
臣

山
本

早
苗

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一

環
境
大
臣

大

珠
代

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

麻
生

太
郎

ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
対
策
基
本
法
の
施
行
期
日
を
定
め
る

政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
日

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

麻
生

太
郎

政
令
第
四
百
号

ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
対
策
基
本
法
の
施
行
期
日
を
定

め
る
政
令

内
閣
は
、
ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
対
策
基
本
法
（
平
成
二
十

六
年
法
律
第
九
十
八
号
）附
則
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
対
策
基
本
法
の
施
行
期
日
は
、
平
成

二
十
七
年
十
二
月
二
十
五
日
と
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

麻
生

太
郎

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
対
策
推
進
協
議
会
令
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
日

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

麻
生

太
郎

政
令
第
四
百
一
号

ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
対
策
推
進
協
議
会
令

内
閣
は
、
ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
対
策
基
本
法
（
平
成
二
十

六
年
法
律
第
九
十
八
号
）
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
組
織
）

第
一
条

ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
対
策
推
進
協
議
会（
以
下「
協

議
会
」
と
い
う
。）は
、委
員
二
十
人
以
内
で
組
織
す
る
。

（
委
員
の
任
期
）

第
二
条

協
議
会
の
委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た

だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間

と
す
る
。

２

委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
会
長
）

第
三
条

協
議
会
に
、
会
長
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よ

り
選
任
す
る
。

２

会
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
協
議
会
を
代
表
す
る
。

３

会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
指

名
す
る
委
員
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

（
専
門
委
員
）

第
四
条

協
議
会
に
、
専
門
の
事
項
を
調
査
さ
せ
る
た
め

必
要
が
あ
る
と
き
は
、
専
門
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き

る
。

２

専
門
委
員
は
、
当
該
専
門
の
事
項
に
関
し
学
識
経
験

の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、厚
生
労
働
大
臣
が
任
命
す
る
。

３

専
門
委
員
は
、
そ
の
者
の
任
命
に
係
る
当
該
専
門
の

事
項
に
関
す
る
調
査
が
終
了
し
た
と
き
は
、
解
任
さ
れ

る
も
の
と
す
る
。

４

専
門
委
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

（
議
事
）

第
五
条

協
議
会
は
、
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ

ば
、
会
議
を
開
き
、
議
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

協
議
会
の
議
事
は
、
出
席
し
た
委
員
の
過
半
数
で
決

し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
会
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。

（
庶
務
）

第
六
条

協
議
会
の
庶
務
は
、
厚
生
労
働
省
健
康
局
が

ん
・
疾
病
対
策
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

（
協
議
会
の
運
営
）

第
七
条

こ
の
政
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
議
事
の
手

続
そ
の
他
協
議
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会

長
が
協
議
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
対
策
基
本
法
の
施
行

の
日
（
平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
十
五
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

麻
生

太
郎

確
定
拠
出
年
金
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
日

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

麻
生

太
郎

政
令
第
四
百
二
号

確
定
拠
出
年
金
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政

令

内
閣
は
、
確
定
拠
出
年
金
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
八

十
八
号
）
第
六
十
二
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
百
十
七
条

の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

確
定
拠
出
年
金
法
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
二
百

四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
五
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

法
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
第
四
号
厚
生
年
金

被
保
険
者
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